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第 １ 章 総  則 

 

第１節 基本事項 

１－１－１ 適用範囲 

１．本仕様書は、次の業務委託（以下「本業務委託」という。）に適用する。 

（１）委託番号  調改令７第３号 

（２）委 託 名    印東加圧ポンプ場中央監視制御設備更新工事に係る実施 

設計業務委託 

 （３）委託箇所  佐倉市高崎９４８番地（印東加圧ポンプ場）他供給地点等 

２４箇所 

（４）委託期間    契約日の翌日から令和８年３月１８日限り 

 

１－１－２ 業務委託の目的 

１．本業務委託受注者（以下「受注者」という。）は、印旛郡市広域市町村圏事務組

合（以下「組合」という。）の方針に従い、印東加圧ポンプ場中央監視制御設備更

新工事に係る実施設計を行うことを目的とする。 

 

１－１－３ 仕様書等の適用 

１．受注者は、本業務委託を施行するにあたって、業務委託契約書・本仕様書ほか

以下を適用する。 

（１）設計図書 

（２）印旛郡市広域市町村圏事務組合水道工事標準仕様書 

（３）公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）及び（電気設備編）（国土交通省

大臣官房官庁営繕部監修） 

（４）日本下水道事業団機械設備工事一般仕様書及び電気設備工事一般仕様書 

（５）水道施設設計指針 2024（公益社団法人日本水道協会） 

（６）水道維持管理指針 2016（公益社団法人日本水道協会） 

（７）水道施設更新指針 平成 17年 5月（公益社団法人日本水道協会） 

（８）水道施設機能診断の手引き  平成 17年 4月（公益財団法人水道技術研究ｾﾝﾀｰ） 

  （９）水道施設耐震工法指針・解説 2022（公益社団法人日本水道協会） 

（10）土木設計業務共通仕様書（千葉県）           

（11）その他公的な仕様書・各種指針 

 

１－１－４ 法令等の遵守 

１．受注者は、業務の実施にあたり関連する法令等を遵守しなければならない。 

 

１－１－５ 設計基準等 

１．設計にあたっては、日本産業規格（ＪＩＳ）・電気学会電気規格調査会標準規格

（ＪＥＣ）・日本電機工業会規格（ＪＥＭ）・電池工業会規格（ＳＢＡ）等の規格

に適合したものを採用すること。 
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第２節 一般事項 

１－２－１ 費用の負担 

 １．業務に必要な費用は、本仕様書に特に明記のないものであっても、原則として

受注者の負担とする。 

 

１－２－２ 業務の施行 

１．受注者は、組合の目的を十分理解したうえで、必要な知識と十分な経験を有   

する業務主任技術者を定め、かつ適切な人員を配置して最高技術を発揮するよ   

う努力するとともに、正確で丁寧にこれを行わなければならない。 

 

１－２－３ 中立性の保持 

１．受注者は、各種調査をはじめとする業務の実施にあたって、常にコンサルタ   

ントとしての中立性を保持しなければならない。 

 

１－２－４ 秘密の保持 

１．受注者は、本業務委託の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 

１－２－５ 業務主任技術者及び業務技術者 

１．受注者は、業務遂行にあたり、業務主任技術者（管理技術者）を定め組合に通

知する。 

  なお、業務主任技術者と管理技術者は兼務することができる。 

２．管理技術者と監査技術者は兼務することができない。 

３．受注者は、業務主任技術者（管理技術者）（技術士（機械または電気電子部門）

またはこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはＲＣＣＭ（機械または

電気電子部門）の資格保有者）及び業務技術者をもって、秩序正しい業務を行う

とともに、相当の経験を有する者を配置しなければならない。 

４．業務主任技術者（管理技術者）は、業務の全般にわたり技術的な監理を行わな

ければならない。 

５．受注者は、業務の遅滞ない進捗を図るために、必要な業務技術者を配置しな   

ければならない。 

  

１－２－６ 打合せ及び記録 

１．業務主任技術者は、打合せには必ず出席するものとし、業務に関する打合せ   

等設計協議は、結果を速やかに記録し提出するものとする。 

 

１－２－７ 監督職員 

１．本業務委託は、組合職員（以下「監督職員」という。）が、業務委託契約書、本

仕様書等に定められた事項の範囲において、業務施行上の指示及び監督を行う    

ものとする。 

   受注者は、業務の施行にあたり、当該契約に基づき、組合が定める監督職員   

と常に密接な連絡を取り、その指示及び監督を受けなければならない。 
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１－２－８ 提供資料 

１．本業務委託に必要となる資料のうち、組合が所有しているものはこれを貸与   

し、その他の資料は組合の仲介により受注者が収集するものとするが、これら   

の資料については、受注者の責任において厳重に保管するとともに、社外への   

提供ならびに公開は、一切これを認めない。 

     なお、貸与資料について、貸与期間中に紛失、損傷した場合は受注者の責任   

で弁済すること。 

 

１－２－９ 参考文献等の明記 

 １．本業務委託で参考とした文献や資料については、その文献、資料名を報告書に

明記しなければならない。 

 

１－２－１０ 疑義の解釈 

１．受注者は、業務施行上必要と認められるもので、本仕様書に疑義を生じた場   

合、また、本仕様書に明記していない事項があるとき、あるいは、内容に相互符

合しない事項がある場合は、事前に監督職員と協議しその指示に従わなければな

らない。 

 

１－２－１１ 事故の防止 

１．受注者は、現況調査等において、障害及び事故発生を未然に防止するよう努   

力するとともに、労働基準法その他関係法規を遵守し、円滑にこれを行わなけ   

ればならない。 

     なお、損害・事故等が発生した場合の補償に要する費用は、受注者の負担とす

る。 

 

１－２－１２ 成果品の検査  

１．受注者は、業務完了後、業務主任技術者立会のうえ、成果品について検査を   

受けなければならない。 

２．成果品の検査において、指摘された箇所は、直ちに訂正し速やかに報告書等   

を納入しなければならない。 

３．業務完了後において、受注者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受注  

者は直ちに当該業務の修正を行わなければならない。なお、これに要する経費  

は受注者の負担とする。 

 

１－２－１３ 成果品の帰属 

 １．成果品の帰属は全て組合とする。受注者が成果品を公表することについて   

は、一切これを認めない。 

 

１－２－１４ 納期 

  １．成果品の納期は本業務委託期間内とする。なお、納期前であっても業務のう   

ち完成したものについては、提出を求める場合がある。 
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１－２－１５ 配置技術者 

 １．受注者は、管理技術者及び照査技術者、担当技術者をもって秩序正しく業務を

行わせるものでなくてはならない。 

 ２．管理技術者は、本業務に該当する部門＊１の技術士またはこれと同等の能力と経

験を有する技術者、あるいは本業務に該当する部門＊１のＲＣＣＭの資格保有者で

あり、業務全般にわたり技術的管理を行わなければならない。なお、同等の能力

と経験とは、本業務に該当する部門＊１の実務経験を７年以上有する技術者であり、

ＴＥＣＲＩＳに登録されている技術者でなくてはならない。 

３．照査技術者は、照査計画書を作成するとともに、業務の節目毎にその成果の確

認を行い、照査技術者自身による照査を行わなければならない。また、本業務に

該当する部門＊１の技術士、あるいは本業務に該当する部門＊１のＲＣＣＭの資格

保有者でなくてはならない。 

 ４．担当技術者は、電気・機械・建築とし、本業務に該当する部門＊１についての資

格保有者（一級電気工事施工管理技士、電気主任技術者、一級建築士、建築設備

士等）または、本業務に該当する部門の実務経験を４年以上有する技術者であり、

ＴＥＣＲＩＳに登録されている技術者でなくてはならない。 

 ５．受注者は、業務の進捗を図るため、十分な数の技術者を配置し、各技術者は過

去１０年間（平成２７年４月１日以降）の経験を有する者であって、その実務経

験がＴＥＣＲＩＳに登録されている技術者であり、さらに同種・同類業務＊２の経

験者でなくてはならない。 

 ６．管理技術者と担当技術者はこれを兼ねることができる。また、原則として業務

完了まで配置技術者の変更は、病休・死亡・退職等の他は認めない。 

 

＊１ 本業務に該当する部門とは、機械または電気電子部門を示すものである。 

＊２ 同種・同類業務とは、３６,０００m3/日以上であり被制御所が２４箇所

以上のポンプ場または浄水場の電気・機械設備一切に係る実施設計業務を

示すものである。 

 

１－２－１６ 提出書類及び成果品 

 １．提出書類 

（１）業務着手届        （ 契約後７日以内 ）          ２部 

  （２）業務主任技術者（管理技術者）選任通知書 

  （ 契約後７日以内 ）          ２部 

（経歴書、資格証の写し又は、実務経験証明書及び当該企業との直接的かつ 

恒常的な雇用関係のあることを証する書面の写しを添付すること。） 

        経歴書及びＴＥＣＲＩＳの写しを添付すること。 

照査技術者及び各担当技術者についても提出すること。 

  （３）業務工程表                （ 契約後７日以内 ）          ２部 

  （４）業務カルテ  （ 契約・変更・完了後１０日以内 ）       １部 

    業務カルテ受領書の写し  （    その都度    ）          １部 

 （５）業務計画書及び照査計画書  （契約後１５日以内）          ２部 
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  （６）庁舎使用許可申請書        （   必要の都度   ）          ２部 

        入場者名簿を添付すること。 

 （７）業務完了報告書            （   業務完了時   ）         ２部 

２．成果品 

  （１）設計図（Ａ１判製本）                ３部と原図 

（２）設計図（Ａ３判製本）                ３部と原図 

＊設計図は、ＣＡＤデータ（ＪＷ等）を含む。 

（３）設計書（金入り）                  ２部と原稿 

（４）設計書（金抜き）                                  ２部と原稿 

（５）特記仕様書（Ａ４判製本）                       ２部と原稿 

（６）各種報告書及び検討書（Ａ４判､ｷﾝｸﾞﾌｧｲﾙ等）      ２部と原稿 

      ＊電子ファイル（ＣＤ－ＲＯＭ）を含む 

・設備計画検討書 

     ・計算書（容量計算、数量計算書等） 

    ・製造可能メーカー等一覧表（納入実績表含む） 

    ・関係官庁等手続き書類 

      ・その他必要な報告書及び検討書 

（７）打合せ議事録（Ａ４判）                  １部 

（８）施工計画書（Ａ４判）                   ２部 

（９）その他監督職員が必要と認めたもの             １式 

 

第 ２ 章 業務内容 

 

第１節 業務概要 

２－１－１ 業務概要 

１．本業務委託は、印東加圧ポンプ場中央監視制御設備更新工事及びＮＴＴ専用回線

における今後の仕様変更に対応できるよう、供給地点等の機器改造に係る実施設計

業務を委託するものであり、その概要は次のとおりである。 

（１）中央・遠方監視制御設備更新基本設計                 １式 

（２）中央・遠方監視制御設備更新詳細設計                       １式 

（３）遠方監視制御設備更新詳細設計(ﾃﾚﾒｰﾀ装置、既設機器改造等含む) １式 

（４）北総・柏井監視制御装置更新詳細設計             １式 

 

２－１－２ 現況主要設備概要（参考） 

１．印東加圧ポンプ場 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置（ＴＭＲ１ ＴＯＳＴＥＬ－Ｓ３）・・・・１台 

（２）中央監視制御設備 

   ※県企業局から印旛沼からの取水量データ（瞬時流量及び積算値）を受けら

れるよう検討すること。 
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    ① ＬＣＤ監視制御装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・２台 

 （ＦＡ３１００Ｓ，ＬＣＤ，キーボード，マウス他） 

       ② データ通信端末盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１面 

（Ｓ２コントローラ，ＦＡ２１００Ｓ，ＬＣＤ，キーボード，マウス他） 

    ③ データサーバ盤(SVS)・・・・・・・・・・・・・・・・・ １面 

      （ＦＡ３１００Ｓ×２台他） 

④ 信号変換装置盤(GW)・・・・・・・・・・・・・・・・・・１面 

（Ｓ３コントローラ他） 

    ⑤ 計装盤(DKN) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１面 

    ⑥ プリンタ装置（帳票プリンタ１，ハードコピー１）・・・・２台 

   ⑦ 帳票パソコン装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１組 

    （ＦＡ２１００Ｓ，ＬＣＤ，キーボード，マウス他） 

   ⑧ 計装変換器盤(KPN) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１面 

（アイソレータ，警報設定器，スイッチユニット他） 

⑨ 中継端子盤(TBN) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３面 

  （Ｓ２Ｕコントローラ他） 

２．県企業局柏井浄水場 

※県企業局から印旛沼からの取水量データ（瞬時流量及び積算値）及び 

北船橋給水場の送水量データを受けられるよう検討すること。 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置（ＴＭＲ２４ ＴＯＳＴＥＬ－Ｓ３）・・・１台 

（２）データ通信端末装置 

     ① データ通信端末盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１面 

      （タッチパネルＬＣＤモニタ，Ｓ２コントローラ他） 

（３）計装機器 

     ① 付属機器（記録計，指示計，カウンター等）・・・・・・・１式 

３．県企業局北総浄水場 

  ※県企業局成田給水場 既設、監視操作盤撤去に伴う北総操作盤及び北総 

 データ通信端末盤の改造を行う。 

 また、成田給水場から成田ニュータウン及び成田空港線への送配水量データ 

（瞬時流量及び積算値）を受けられるよう検討すること。 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置（ＴＭＲ２４ ＴＯＳＴＥＬ－Ｓ３）・・・１台 

（２）データ通信端末装置 

     ① データ通信端末盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１面 

     （タッチパネルＬＣＤモニタ，Ｓ２コントローラ他） 

４．県企業局成田給水場 

  ※既設、監視操作盤(テレメータ装置含む)撤去。 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

        （ＴＭＴ２１ ＴＯＳＴＥＬ－Ｌ１） 
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   ② テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭ２ ＴＯＳＴＥＬ－Ｌ１） 

５．成田市並木町供給地点（成田市並木町配水場） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

（ＴＭＴ１３ ＴＯＳＴＥＬ－Ｓ１） 

６．成田市山口供給地点（成田市山口配水場）【令和８年度更新予定】 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

（ＴＭＴ１５ ＴＯＳＴＥＬ－５４０／１１） 

７．佐倉市南部供給地点（佐倉市南部浄水場） 

 （１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

（ＴＭＴ３ ＴＯＳＴＥＬ－５４０／１１） 

８．佐倉市志津供給地点（佐倉市志津浄水場）  

（１）テレメータ設備 

   ① テレメータ装置（ＴＭＴ６ ＲＩＳＡＣ－ＸＬ）・・・・・１台 

９．四街道市第２供給地点（四街道市第２浄水場） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭＴ２ ＴＯＳＴＥＬ－５４０／１１） 

10．四街道市第３供給地点（四街道市第３浄水場） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置（ＴＭＴ４ ＲＩＳＡＣ－ＸＬ）・・・・・１台 

11．八街市第２供給地点（八街市第２配水場） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭＴ８ ＴＯＳＴＥＬ－５４０／１１） 

12. 印西市平岡供給地点（印西市平岡配水場） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭＴ５ ＴＯＳＴＥＬ－５４０／１１） 

13. 印西市松崎供給地点（印西市松崎配水場） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭＴ１１ ＴＯＳＴＥＬ－５４０／１１） 

14. 印西市印旛供給地点（印西市印旛配水場） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭＴ１２ ＴＯＳＴＥＬ－Ｌ１） 
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15. 白井市供給地点（白井市白井配水場） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭＴ１７ ＴＯＳＴＥＬ－Ｓ１） 

16. 富里市供給地点（富里市富里浄水場） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭＴ１ ＴＯＳＴＥＬ－５４０／１１）  

17. 酒々井町尾上供給地点（酒々井町尾上浄水場） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭＴ１０ ＴＯＳＴＥＬ－Ｓ１）  

18. 長門川（企）酒直供給地点（長門川（企）酒直配水場） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭＴ１６ ＴＯＳＴＥＬ－Ｓ１）  

19. 柏井分岐地点（千葉市花見川区柏井町６４９－３４番地） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭＴ３２ ＴＯＳＴＥＬ－５３０）  

20. 本埜分岐地点（印西市竜腹寺３０１－１０番地） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭＴ２２ ＴＯＳＴＥＬ－５３０）  

21. 白井分岐地点（白井市十余一４２番地先） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭＴ２９ ＴＯＳＴＥＬ－Ｓ１）  

22. 長門川分岐地点（成田市北須賀１４１番地先） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭＴ２８ ＴＯＳＴＥＬ－Ｓ１）  

23. 成田分岐地点（成田市並木町１７９－２番地先） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭＴ１ ＴＯＳＴＥＬ－Ｌ１）  

24. 船形分岐地点（成田市船形６００番地先）【令和８年度更新予定】 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭＴ２６ ＴＯＳＴＥＬ－５３０／１１）  
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25. 松崎分岐地点（印西市草深２１５８番地先） 

（１）テレメータ設備 

     ① テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

     （ＴＭＴ２７ ＴＯＳＴＥＬ－５３０／１１）  

第２節 設計対象設備 

２－２－１ 基本事項 

 １．本業務委託の対象設備は、前項に掲げる中央・遠方監視制御設備（印東加圧ポ

ンプ場の他県水道局北総浄水場・柏井浄水場及び供給地点）についての基本設計

及び、詳細設計を行うものとする。 

２．設備の更新に伴う検討の中で、関係する主要機器仕様の確認及び更新の要否の

判断は本業務委託に含める。 

 ３．設備の更新に伴う検討の中で、本業務委託の対象外であっても将来の設備更新

を考慮した設計を本業務委託に含める。 

 

２－２－２ その他留意事項 

１．ＮＴＴ専用回線における今後の仕様変更に対応できるよう、テレメータ設備の

機器を改造等または更新方法を検討する。 

２．県企業局成田給水場に設置している当組合監視操作盤の撤去方法を検討するこ

と。 

  また、成田給水場からのデータ（瞬時流量及び積算値）の成田ニュータウン及

び成田空港線への送配水量データ（瞬時流量及び積算値）を受けられるよう検討

すること。 

３．県企業局の柏井浄水場から北船橋給水場へのデータ（瞬時流量及び積算値）を

受けられるよう検討すること。 

４．県企業局から印旛沼からの取水量データ（瞬時流量及び積算値）を受けられる

よう検討すること。 

５．各機器は関連規格に適合するよう検討すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

第 ３ 章 設計方針 

 

第１節 基本事項 

３－１－１ 実施方針 

１．実施方針は以下のとおりとする。 

 （１）設備更新費用の低減化が図れること。 

（２）維持管理の省力化及びコストの低減化が図れること。 

 （３）適切な容量、性能、能力等の機器を採用すること。 

（４）確実性、信頼性、維持管理性に優れていること。 

 （５）震災等の異常時に強い設備であること。 

 （６）安全でコンパクトな設備であること。 

 （７）省エネルギーに優れ、環境に配慮した設備であること。 

 （８）耐久性に優れていること。 

 

第２節 設計条件 

３－２－１ 設計条件 

 １．既設設備の現状を十分把握し、維持管理性、経済性に優れた設備を選定し、設

計を行うこと。 

２．保守点検時における設備停止範囲を最小限とするような回路構成について検討 

すること。 

 

３－２－２ その他 

１．各設備の改造及び設置にあたり必要となる更新計画、撤去等について検討及び

設計を行う。特に、既設設備を運転しながらの更新となるため、設備の部分停止

等が必要となる範囲及び停止可能時間等について詳細に検討し、工事計画を作成

すること。 

２．本業務委託外の設備についても、各設備更新の検討の中で関連づけられる設備

については、更新の要否を含めて総合的に検討すること。 

  ３．更新設備と更新対象外設備との信号取合は確実に整合させること。 

  ４．設備更新に係る切り替え手順、必要な工程の作成についても本業務委託の範囲

とする。 

５．新たな屋外電路の構築に係る検討ついても本業務委託の範囲とする。 

 

 第３節 設計協議 

３―３－１ 基本事項 

１．業務を円滑に行うため、下記の各段階で必要な事項について協議を行うものと

するが、その他組合の必要に応じて協議を行うものとする。 

（１）業務開始時 

（２）中間打合せ（２回程度） 

（３）最終打合せ 

（４）成果品の検査 
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第４節 現地調査 

３－４－１ 基本事項 

１．設計方針に基づき現地調査を行うこと。なお、調査にあたっては設計対象施設

及び関連施設についても十分調査し把握すること。 

 

第５節 設計計画 

３－５－１ 基本事項 

１．設計では、設計対象施設及び関連施設の設備内容及び運転状況等を十分理解し

た上で、総合的に検討及び評価を行うこと。 

 

３－５－２ 耐震等の検討 

１．盤等各機器の据付け基礎及び架台等については、耐震性について考慮すること。 

 

３－５－３ 施工方法等の検討 

１.今回の設計は既設中央監視制御設備を更新するための設計であるが、当該施設 

は常時稼働中であり基本的に停止させることが出来ないことから、設備の更新に 

に当たり、施設の運転に出来る限り影響を与えないような更新工事の施工性につ 

いて十分留意し検討を行う。 

     また、既設設備の改造等作業は、施設の運転に出来る限り影響を与えないよう 

   な施工方法について検討を行うこと。 

 

３－５－４ 比較検討案の作成 

１．設備の機能、施工性、維持管理性、安全性、経済性等について比較検討案を作 

成すること。 

２．設計方針の主旨に添って、技術動向や実績を考慮し数種類の比較案を作成した

上で最良案を決定する。 

３．各案について、概略機器配置図等を作成し、概略工事費を算出すること。 

 

３－５－５ 関連官庁等との協議 

１．工事の施工にあたり、関係官庁等に協議が必要となるものが予想される場合は、

委託期間内において、必要な協議を行うものとする。なお、協議を行う際には組

合と事前に十分打合せを行うこと。 

 

３－５－６ 設備計画検討書の作成 

１．設備計画検討書を作成する。 

（１）既設設備の現状評価 

（２）関係法令等の整理 

（３）設備仕様の検討 

（４）システム構成の検討 

（５）更新工事における構造物への影響調査 

（６）工事費用及び維持管理費用の検討 
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（７）概略配置等の検討 

（８）概略工事工程の検討 

（９）製作可能メーカー及び納入実績等の調査 

（10）その他必要なもの 

 

３－５－７ その他留意事項 

１．将来予想される他の設備更新工事を考慮した上で、内容に不整合を生じないよ

う必要に応じて検討すること。 

２．施工コスト及び維持管理コストはできる限り低減化する様に留意すること。 

３．施工方法及び資材の選定については環境問題に十分配慮すること。 

  

第６節 実施設計 

３－６－１ 基本事項 

１．実施設計は、ＮＴＴ専用回線における今後の仕様変更に対応できるよう、 

印東加圧ポンプ場中央監視制御設備及び遠方監視制御装置の更新を対象  

とする。  

 なお、県水道局北総浄水場及び柏井浄水場に設置する情報処理装置に  

ついては、より効率的なシステムを検討すること。  

  また、県企業局成田給水場に設置している当組合監視操作盤の撤去方法を 

検討すること。 

 

３－６－２ 施工関係書類 

１．特記仕様書 

２．操作系統図 

３．運転方案書 

４．入出力項目表 

５．概算工事費算定書 

６．関係官庁等への手続き資料 

７．施工計画書 

８．仮設計画書（必要な場合） 

９．実施計画書の作成 

10．見積依頼書 

11．その他必要な書類 

 

３－６－３ 各種計算書 

１．ケーブルサイズ計算 

２．耐震構造計算 

３．発熱、換気量計算 

４．各数量計算書 

５．その他必要な計算 
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３－６－４ 設計図 

１．一般平面図（案内図掲載） 

２．単線結線図 

３．計装フロー図 

４．システム構成図 

５．配置平面図 

６．配置断面図 

７．機器外形図 

８．各部詳細図 

９．既設撤去図 

10．配線図 

11．配線表 

12．その他必要な図面 

 

第４章 照査 

第１節 基本事項 

４－１－１ 照査の目的 

１．受注者は業務を遂行する上で技術資料等の諸情報を活用し、充分な比較検討を

行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに厳密な

照査を実施し、報告書に誤りがないように努めなければならない。 

 

４－１－２ 照査事項 

１．照査技術者は、下記に示す事項を標準として照査を行うこと。 

（１）業務全般に関わる基本条件の確認 

（２）各種検討及び計算結果に関する妥当性の確認 

（３）成果品の内容に対する照査 
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